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教育・保育事業及び地域子ども・子育て支援事業の量の見込み

教育・保育事業の量の見込み

　「子ども・子育て支援法」では、全ての子どもの良質な成育環境を保障するとともに子育

て家庭を社会全体で支援することを目的とし、今後５年間の教育・保育事業及び地域子ど

も・子育て支援事業の見込量とその確保方策について定めることとしています。

　見込量の算出にあたっては、児童数の推移や教育・保育施設の配置状況等を考慮し、認定

区分ごとに教育・保育の量の見込みを定めます。

認定こども園
（３歳以上教育希望）

1号認定1

認定区分
量の見込み

令和 7年度 令和 8年度 令和 9年度 令和 10年度 令和 11年度

23 19 16 13 11

利用者支援事業（基本型・
特定型：子育て支援センター）

か所

1

1 1 1 1 1

妊婦健康診査事業
（受診人数）

延べ人3 807 746 690 638 590

養育支援訪問事業 家庭5 69 72 75 78 81

病児保育事業 延べ人9 64 62 60 58 56

妊婦等包括相談支援事業 人11 94 91 89 88 87

産後ケア事業 人13 40 40 40 40 40

地域子育て支援拠点事業
（子育て広場）

延べ人

（月間）
2 935 977 1,021 1,067 1,115

子育て援助活動支援事業
（ファミリー・サポート・センター）

延べ人6 93 89 85 81 78

時間外保育事業（延長保育：
保育所、認定こども園）

人8 156 158 160 162 164

乳児等通園支援事業
（こども誰でも通園制度）

人12 37 35 36 35 34

乳児家庭全戸訪問事業 人4 94 91 89 88 87

利用者支援事業
（こども家庭センター型）

か所 1 1 1 1 1

放課後児童健全育成事業
（放課後児童クラブ）低学年

人

10

236 238 240 242 244

放課後児童健全育成事業
（放課後児童クラブ）高学年

人 110 114 118 122 126

一時預かり事業（預かり保育） 延べ人

7

124 118 112 106 101

一時預かり事業（一時保育） 延べ人 388 396 404 412 420

保育所及び認定こども園
（３歳以上保育希望）

2号認定2 345 342 339 336 333

保育所及び認定こども園、
地域型保育（０～２歳児）

3号認定3 174 164 154 146 138

合　　計 542 525 509 495 482

地域子ども・子育て支援事業の量の見込み

単位
量の見込み

令和 7年度 令和 8年度 令和 9年度 令和 10年度 令和 11年度

単位（人）



１ ２

３～５歳

０～２歳

家庭を源に、
地域全体で子どもを育てるまち

　本市の５歳以下の子どもの人口推移をみると、令和６年３月現在で687人と、この５年間で279人減少しています。

　就学前児童と小学生の保護者にアンケート調査を実施しました。就学前児童、小学生保護者共に、小児医

療体制の充実をはじめ、働きながら子育てできる環境づくりや安全・安心な子どもの遊び場の確保などが求

められています。

１ ニーズに応じた受け入れ体制の整備

２ 保育の質の確保

３ 放課後の居場所と学びの場づくり

１ 子育て支援の

　 提供体制の充実

子育て家庭を

支える基盤づくり

仕事と子育てを

両立できる社会づくり

健やかに育つ

環境づくり

生きる力を育む

学びの場づくり

安心して生活できる

環境づくり

地域で子どもを

見守るまちづくり

１ ワーク・ライフ・バランス

　 （仕事と家庭生活の調和）の推進

２ 多様な働き方への支援

１ 多様な保育サービスの提供

２ 相談支援と情報提供の充実

計画策定の趣旨

本市の子どもの人口の推移

アンケート調査に見るニーズ

子ども・子育て支援事業計画は「子ども・子育て支援法」の規定に基づき、子ども・子育て支援施策を計画的、

総合的に提供するため、５年を１期として市町村に策定が義務付けられた計画です。本市では、令和２年に「第

２期 新見市子ども・子育て支援事業計画」を策定し「家庭を源に、地域全体で子どもを育てるまち」を基本理念

とし、家庭や地域、子育てに関わる施設、企業、関係機関が連携しながら様々な子育て支援施策を実施すること

により、安心してゆとりある子育てができ、全ての子どもが心豊かで健やかに育つまちを目指して、様々な取組

を推進してきました。

この度、第２期計画期間の満了に伴い、これまでの施策の点検、評価結果やアンケート調査等から読み取れる課

題等を踏まえ、今後の具体的取組について、令和７年度から５年間の「第３期 新見市子ども・子育て支援事業

計画」を策定しました。

計画の基本理念と施策の体系

計画の基本理念

１ 交流の場と仲間づくり

２ 子育て支援のネットワークづくり

２ 安心して子育てできる

　 環境づくり

３ 親子の交流と

　 ネットワークづくり

１ 母子保健の充実

２ 小児医療体制の充実

１ 食育の推進

２ 歯科衛生の充実

１ 幼児教育の充実

２ 学校教育の充実

１ 思春期の保健対策

２ 次代の親の育成

１ 子育て力を高める家庭教育の充実

２ 地域との交流活動の促進

１ 経済的支援の充実

１ 子どもを見守る安全対策の推進

１ ひとり親家庭への支援

２ 障がいのある子どもへの支援

３ 児童虐待防止対策の充実

４ 子どもの貧困対策

１ 働きながら子育てできる

　 環境づくり

１ 妊娠期からの

　 切れ目のない支援

２ 親子の健康づくり

１ 学ぶ力を伸ばす教育の充実

２ 健全な育成環境づくり

１ 地域全体で子育てを支える

　 環境づくり

２ 安全・安心な

　 子どもの生活環境づくり

１ 経済的支援の充実

２ 配慮が必要な子どもへの支援
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資料：住民基本台帳（各年３月末日現在）
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